
高額療養費の基準額（自己負担限度額）の見直し  
リ て堪ネご廊－ぜルエな1上官、｛滝本纏わ隼叫，拍苓・ネふユ・‡盲ピ   ．、．－ご・∴l一二，＿I・－・rノ■ノ・サJ∴－l’・ヽ・ぺごこ一∴－1・1＝■∴－－ィ  し ．■一．、、∴「ご．． ‥，一こ∴・  



70歳以上75歳未満の高齢者の自己負担．限度額の見直し（平成20年4月）  

【20年度における見直しの考え方】  

①高齢者医療制度の創設にあわせ、70歳以上75歳未満の患者負担が1割から2割に変更と   
なることに伴い、一般の者の自己負担限度額を70歳未満の者（80，100円）と75歳以上の者   
（44，400円）の中間水準に設定する。  

② 低所得者の自己負担限度額については、据え置く。   

（注）現役並み所得者については、3割負担のままであることから、変更なし。   



高額医療一高額介護合算制度について  
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度改革大綱（抄1  

医療保険及び介護保険の自己負担限度額が著しく高額になる場合に負担を軽減する仕組みを  

設ける。  

○制度の基本的枠組み   

①対象世帯 医療保険各制度（被用者保険、国保、後期高齢者医療制度）の高額療養費（高額医療費）の算定  
対象世帯において、介護保険受給者が存在する場合、各医療保険者が、被保険者からの申請に基  
づき、医療と介護の自己負担額を合算し、新たに設定する自己負担限度額を超える額を支給する。   

②限度額 年額56万円（老人医療と介護保険の自己負担を合算した額の分布状況を踏まえて設定。）  
を基本とし、医療保険各制度や所得区分ごとの自己負担限度額を踏まえてきめ細かく設定。  

後期高齢者医療制度 （一般所得者）  56万円  

被用者保険又は国保 （70歳～74歳のみ■一般所得者） 62万円  

（70歳未満を含む・一般所得者）  67万円   

③費用負担 医療保険、介護保険両方で、自己負担額の比率に応じて負担し合う。  

負担額支払  

医療保険者  

支線額算定   



保険料賦課の見直しについて  

度改革大綱（抄1  

保険料賦課の基準となる標準報酬月額の上下限の範囲の拡大や、標準賞与額の見直しを行う。  
（平成19年4月～）  

（1）被用者保険における標準報酬月額の上下限の見直しについて  

○現在、等級の分布に大きなバラツキがあり、最高等級及び最低等級については、その上下の等級と   
比べて多くの被保険者が該当している。  

※政管健保の実績値で見た場合、第2等級及び第3等級並びに第27等級から第38等級までは、全体に占める  
場合が1％を下回る一方、最低等級の第1等級及び最高等級の第39等級については、1．5％を超えているとこ  
ろ。  

○ このような実態に鑑み、最高等級の追加に係る規定を見直すこととし、あわせて、下限についても、   
上限と同様に、賃金の実態に鑑み見直すこととする。  

現行の上限 98万円 → 見直し後 121万円  
現行の下限 9．8万円 →・見直し後 5．8万円  

（2）賞与の保険料賦課上限額の見直しについて   

○ 標準報酬月額の上限の見直しに伴い、賞与の保険料賦課上限額を見直す。   

○ 公平性の確保の観点から、賞与の保険料賦課上限額については、1回の支給額ごとに基準を設   
けず、年間賞与総額についての基準を設ける。  

現行の上限額  1回当たり200万円 → 見直し後 年間540万円  
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新たな高齢者医療制度の創設（平成20年4月）   

制度改革大綱（抄1  

0 75歳以上の後期高齢者については、その心身の特性や生活実態等を踏まえ、平成20年度に独立した医療制度を創設する。  

○ あわせて、65歳から74歳の前期高齢者については、退職者が国民健康保険に大量に加入し、保険者間で医療費の負担に   

不均衡が生じていることから、これを調整する制度を創設する。  

○ 現行の退職者医療制度は廃止する。ただし、現行制度からの円滑な移行を図るため、平成26年度までの間における65歳未   

満の退職者を対象として現行の退職者医療制度を存続させる経過措置を講ずる。  

＜高齢者の医療の確保に関する法律＞  ＜現行（老人保健法）＞  
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新たな高齢者医療制度について  

75歳以上の後期高齢者については、その心身の特性や生活実態等を踏まえ、平成20年度に独立した医療制度を  
創設する。  
あわせて、65歳から74歳の前期高齢者については、退職者が国民健康保険に大量に加入し、保険者間で医療費  

の負担に不均衡が生じていることから、これを調整する制度を創設する。  

1．後期高齢者医療制度（75歳以上）  

（1）広域連合の設立  

○都道府県の区域ごとに広域連合を設立して、保険料決定、賦課決定、医療費の支給等の事務を行い、後期高齢   
者医療制度を運営する。  

○ 広域連合には全市町村が加入する。  

（2）被保険者  

○被保険者は、広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者及び65歳から74歳の寝たきり等の者とする0  

（3）保険給付  

○現物給付（医療サービスの提供等）及び現金給付（高額療養費の支給等）を行う。  
○後期高齢者の心身の特性等にふさわしい医療が提供できるよう、新たな診療報酬体系を構築する。新たな体系   
においては、終末期医療の在り方についての合意形成を得て、患者の尊厳を大切にした医療が提供されるよう、   
適切に評価する。また、地域の主治医による在宅の患者に対する日常的な医学管理から看取りまでの常時一貫し   
た対応を評価する。  

（4）患者負担  

01割負担（ただし、現役並みの所得を有する者は3割負担）とする。  
○ 療養病床に入院する高齢者については、低所得者に配慮しつつ、食責・居住真の負担の見直しを図る。  
○ 入院に係る医療費については、現行老人保健制度同様、医療機関での支払いを自己負担限度額にとどめる。  
○ 医療保険及び介護保険の自己負担合算額が著しく高額となる場合に負担を軽減する仕組みを設ける。  
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○ 基金から広域連合に対し、次の貸付又は交付を実施する。   
・保険料未納分について貸付を行う。また、通常の徴収努力で徴収できない場合には、未納分の半額を交付  
する。   
・見込み以上の給付増について貸付を行う。  

⑤著しく高額な医療費に係る国レベルの共同事業  

○ 著しく高額な医療費に関するリスクを分散するため、広域連合の拠出金を財源として、国レベルの共同事業を   
実施する。  

2．前期高齢者医療制度（65～74歳）  

（1）調整の仕組み  

0 65歳から74歳までの前期高齢者については、国保・被用者保険の従釆の制度に加入したまま、前期高齢者   
の偏在による保険者問の負担の不均衡を、各保険者の加入者数に応じて調整する仕組みを創設する。  

○ 調整の事務は、社会保険診療報酬支払基金が行う。  
○ 国保加入の65歳以上の前期高齢者についても保険料  ）
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（2）患者負担  

0 70歳未満の者については、これまでと同様に3割  矧
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みの所得を有する者は3割負担）とする。その際、1  
ついては、自己負担限度額を据え置く措置を講ずる。  

○ 療養病床に入院する高齢者については、低所得者に配慮しつつ、食圭一居住真の負担の見直しを図る。  

（3）退職者医療制度に関する経過措置  
○ 現行の退職者医療制度は廃止する。ただし、現行制度からの円滑な移行を図るため、平成26年度までの間に   
おける65歳未満の退職者を対象として現行の退職者医療制度を存続させる経過措置を講ずる。  

3．施行期日等  

○ 施行期日については、平成20年4月1日とする。ただし、現役並み所得者に係る患者負担の見直し及び食費  

居住真の負担の見直しについては、平成18年10月1日とする。  
○ 老人保健法を改正し、高齢者の医療の確保に関する法律とする。  
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